
アルコ神戸・フットボールスクール 規約  

第一条 名称及び所在  

・本スクールはアルコ神戸・フットボールスクール（以下本スクール）と称する。 
・本スクールは一般社団法人アルコイリススポーツクラブが運営します。  

・兵庫県神戸市兵庫区会下山町3－6－5－103に主たる事務所を置く。  

第二条 目的  

・本スクールは下記のミッション・ビジョン・アクションを基に、会員の子どもたちが技術面の向上 
だけでなく、人として成長することを事業の目的とします。  

Mission（使命・理念）：  

「自分で考え、自分で行動できる選手を育てる」  

集団に埋もれた1人ではなく、個性の光る1人1人が集まった集団を目指します。 
「自分らしさ」を発揮し、社会で活躍できる人を育成します。  

そして、スクール事業を通して女子フットサルの認知度を高めます。  

Vision （実現する未来）：  

「子どもの『成長』の懸け橋になる」  

アルコ神戸のスクールで成長した成功体験を基に、  

強い意志、思い遣りの心を持ち、  

フットサル界で、日本で、世界で活躍できる人を輩出します。  

Action（行動指針）  

自信・誠実・感謝  

常に自分を信じて、人の評価に惑わされず強く進むこと。  

常に自分と向き合い、夢に向かって挑戦し続けること。  

常に人を思いやり、相手と自分の長所を見て行動すること。  

第三条 入会資格及び入会手続き  

・入会資格  

入会資格は、次の条件をすべて満たした方とする。  

①本スクールの趣旨に賛同し本規約に同意及び遵守できる方  

②年齢が6歳から12歳までの小学1年生～6年生までの方 ​
　13歳～16歳までの中学1年生～3年生の方も合意のうえで入会可能とする 

③健康状態において、本スクールの受講および施設の利用に支障が生じない方 
④本スクールが入会を認める旨の判断をした方  

・入会手続 
入会資格を有する者は、別途定める本スクールの入会申込フォームにて申込みを行い、当ス 

クールからの受付完了連絡をうけた時点で、本スクールの会員（以下、「スクール生」という）とす 
る。  



第四条 会費  

・会費は前納制で、翌月分を本スクールが定めた月会費を本スクールが定める条件に従って支 
払うものとする。  

・入会時は、通常会費に加え、本スクールが定めた諸費用を本スクールが定める方法により、支 
払う。  

第五条 資格の停止・および除名  

・本スクールは、スクール生が以下の事項に該当する時は、会員資格の一時停止または、除名 
をすることができる。  

①月会費、その他の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。  

②本規約に定める事項に違反したとき。  

③本スクールの信用を著しく害し、また会員としての品位を損なった場合やその他公の秩序に反 
したとき。  

④施設等を故意または過失により破損したとき。  

⑤その他、会員としてふさわしくないと、本スクールが認めたとき。  

第六条 指導者  

・指導者は、本スクールが認めたライセンスを有する指導者が責任を持って指導する。  

第七条 会場  

・本スクールの開催場所は、本スクールのウェブサイト内にあるスクール概要に記載された会場 
とする。今後、会場・開催校が複数になった場合も、スクール生は、入会申し込みをした校・会場 
で開催するスクールに参加する。  

開催場所までの通学については、スクール生の自己責任において行うものとし、本スクール 
は、通学において生じた事故等について、責任を負わない。  

第八条 個人情報の取扱い・および個人情報の共同利用  

・本スクールは、本スクールの運営によって収集、取得した会員の個人情報について適切に管理 
を行う。  

・会員の個人情報について、本スクールは、本スクールの運営や広告宣伝に必要な範囲で個人 
情報を利用及び第三者に対する開示をすることができる。その他、本スクールは、法令上、開示 
義務を課されている場合において個人情報を開示するものとする。  

・個人の肖像権について 
スクールパンフレットやホームページ（オフィシャルＳＮＳ）、各種チラシ等、当法人の活動を分か 

りやすく案内するために、当法人が取得する、当法人の活動等に関して撮影されたお客様の写 
真・映像等について下記のとおり規定し、その範囲内での使用および当法人の運営のために業 



務を委託する場合のみ第三者に開示することに同意するものとする。  

（１）使用目的…当法人活動の紹介・案内  

（２）使用場所…当法人パンフレット、当法人のホームページ及びＳＮＳ、当法人の紹介、ＶＴ
Ｒ、 当法人が作成するチラシ、イベント案内  

（３）その他 …上記使用場所以外の掲載については、その都度お客様本人および保護者の同 
意を得てから掲載するものとする。申し出があった場合は削除する。本条にもとづき写真・映像 
の開示を受けた委託先は(1)に記載の使用目的のために写真・映像等を取り扱い、同目的以外 
に情報を取り扱い、開示、公表することはありません。  

第九条 スクール生の変更事項  

本スクール生は、住所、連絡先等、入会手続きの際の入力事項に変更があった場合には、事務 
局まで報告しなければならない。  

第十条 損害保険への加入  

・本スクール生は、必ずスクール側で損害保険への加入手続きを行う。  

・万が一、本スクール活動中に怪我や事故が起きた場合、本スクールの指導者が、本スクール 
の管理下における活動中の怪我や事故と認めた場合のみ損害保険の範囲内で賠償する。  

第十一条 休会及び退会  

・諸事情により、退会・休会をする者は、退休会希望月の1か月前までに退休会の連絡をLINEで 
コーチに伝えておかなければならない。スクール生において、無断で休会となった場合、スクー 
ル生は、通常通りの月会費を支払うものとする。  

・本スクールが定める手続に従い、休会が認められたスクール生は、休会期間の月会費2,000円 
（税込）を支払うものとする。  

・休会期間は、最大3ヶ月間とし、これを超える場合は、期間を超えた時点において、自動的に退 
会とし、スクール生は、会員資格を失う。  

但し、本スクールが特別な理由があると認める時はこの限りではない。  

・退会後に再入会する場合は、再度、月会費及び入会金等の本スクールが定めた会費を支払わ 
なければならない。但し、定員の関係で再入会できない場合もある。  

第十二条 負傷時の処置及び免責  

・本スクール生が本スクールのトレーニングを受講中に負傷した場合には、本スクールのコーチ 
及びスタッフが応急処置を施し、病院への搬送等その状況に応じた適切な対応をする。 
・本スクール指導者の管理以外で起きた事故・盗難や、本スクール指導者の管理下においても 
指導者の指示に従わないで起きた事故・盗難については、本スクールはその賠償を一切負わな 
いものとする。  

第十三条 休校及び閉鎖  



・天災地変・社会情勢の変化、その他通常のスクール運営を継続する事が困難となる事由が生 
じた場合、本スクールを休校もしくは閉鎖することができる。  

・この場合、本スクールは会費の返還を行わない。  

第十四条 振替  

・本スクールの規定に沿って行うものとする。（入会に際して、本規約とスクールご入会手引きを
ご確認くだ さい）  

 

▼欠席について ＜自己都合でお休みされる場合＞  

スクールを欠席される場合は、「ARCOKOBEスクールLINE」よりスクール生のお名前・欠席日・欠
席理由を添えてご連絡ください。 

 

▼振替について＜自己都合でお休みされる場合＞ 

原則として、ご自身が所属する通常スクール日に出席するのが基本です。 

欠席された場合は月曜⇔水曜スクールでの振替えか、『ジュニアアルコサル』や『ホリデースクー
ル』等イベントにて振替え対応をお願いします。 

ご連絡をいただいた欠席に関しましては、どんな理由でも振替対象とします。振り替えの場合
は、事前にコーチへお休みした日・振替たい日をお伝えください。ただ、欠席振替え分がたまり、
振替え枠がない場合でも、月謝料を割引くなどの対応はできかねますので、ご了承ください。 

ご希望の振替日が定員に達している場合は、ご希望に沿えない可能性がございます。ご了承く
ださい。 

 

【その他、振替のルール】 

・振替対象は公式連絡ツールにて事前に連絡したもののみとなります。 

・振替消化期限は3ヶ月とします。 

・振替制度は “在籍している生徒の月謝サービス” として運用されており、 

退会後は適用されません。 

子供たちのフットボールの日を減らしたくない一心で行っているサービスです。常識の範囲内に
て振替制度の活用をお願いいたします。 

 

【その他特記事項（2026.4.6追記）】 

＊施設側の都合で、スクール日や振替え日の設定ができない場合があります 

・特に、明石二見校の場合は会場ルールが複雑なので、フットサルコートがサッカーコートになっ
たり、年間予定日から変更になる可能性があります。 

・振替日確保が難しい場合などは、低学年・高学年合同で実施する場合もあります。 

＊その場合は、エリア分け、グループ分けなど安全配慮して行います。・やむをえず、スクール日
の変更、振替対応、グランドの変更がある場合は、事前連絡にてご案内します。 

第十五条 器物破損  

・会員が施設内で故意に器物を破損した場合は、会員の責任と負担において修復をしなければ 
ならない。  

第十六条 健康管理  

・本スクールに参加する会員の健康状態の関しては、常に保護者が責任をもって管理するものと 



し、本スクールは一切の責任は負わない。  

第十七条 その他遵守事項  

・本スクール及び保護者は、別に定める「入会の手引き」を遵守すること。  

第十八条 細則  

・本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定めることとする。  

第十九条 本規約の変更  

・本規約及び本規約に基づく細則の変更又は改正は、本スクールの定めるところにより、変更又 
は改正時点から、本スクール生に対して効力が及ぶものとする。  

第二十条 施行  

本規約は2022年3月12日より施行する。  

附則 


